
(加入金の返済及び清算)
第２７条　本契約が解約となった場合、原則として加入金の返済はしません。但し、
           通常加入金額による加入契約成立後６ヶ月以内の解約に限り、払い込み
           のあった加入金額の５０％に相当する額を返済するものとします。
　　　２　第２条第２項及び第３項の区分建物の加入契約において､建物の増改築等に
　　　　　より､加入金算出額が増加する場合､支払済み加入金額との差額を支払うも
　　　　　のとします。但し､加入金算出額が減少する場合には加入金の返金をしない
　　　　　ものとします。

(利用料等の清算)
第２８条　本契約が解約となった場合において、利用料を前納している場合は、解約の
　　　　　月の翌月以降分を払い戻しするものとします。前納割引による金額を支払っ
　　　　　ている場合には、当該金額と正規の月額に利用のあった月数を乗じた金額の
　　　　　差額を返済するものとします。
　　　２　加入契約が解約となった場合において、利用料金等に未払い額がある場合、
　　　　　第4条の規定に基づき加入者はその未払い額を支払うものとします。
　　　　　また、第27条に該当する場合は、その額より差し引くものとします。
　　　３　第4条に定める利用料金が改定になった場合、加入者は改定日の属する月よ
　　　　　りその改定利用料金を当社に支払うものとします。但し、前納額を支払った
　　　　　加入者の末経過期間については、これを据え置くものとします。

(放送内容の変更）
第２９条　当社は、放送内容（チャンネル編成など）を変更することがあります。
　　　　　なお、変更によって起こる損害の賠償には応じないものとします。

(免責事項)
第３０条　当社は、次に該当する場合の損害の賠償には応じないものとします。
　　　　　(1)天災その他当社の責めに帰さない事由等により、サービスの提供の中止
　　　　　　を余儀なくされた場合
　　　　　(2)当社の責めに帰さない事由または受信障害により、放送内容の全部また
　　　　　　は一部に異常（画像の劣化、ブロックノイズ、画面の静止、受信不能等
　　　　　　の症状）が発生した場合
　　　　　(3)当社の責めに帰さない事由により、機器などが正常に作動せず不具合が
　　　　　　生じた場合
　　　２　当社は、サービスの利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加
　　　　　入者と第三者の損害、およびサービスを利用できなかったことにより発生
　　　　　した加入者と第三者との間に生じた加入者と第三者の損害に対し、いかな
　　　　　る責任も負わないものとし、損害賠償義務も一切負わないものとします。

(加入申込事項の変更）
第３１条　加入者は、加入申込者に記載した事項について変更がある場合には、これを
　　　　　証明する公的文書を添えて文書により申し出るものとします。


